
弊社福島第一原子力発電所の事故により、皆さまに多大なるご心配とご負担
を長期間にわたりおかけしておりますことを心より深くお詫び申しあげます。

現在、双葉町をはじめ町民の皆さまのご理解のもと、弊社として取り組んで
おります活動につきましてご案内をさせていただきます。ご要望がございまし
たらお手数ではございますが、お申込み先までご連絡をお願いいたします。

なお、2011年3月時点で居住されていた方を対象とさせていただいております。

東京電力からのお知らせ
［令和7年10月］

・作業日については、令和8年5月以降順次実施さ

せていただくことから、ご希望に添えない場合

もございますことをあらかじめご了承ください。

【活動内容】

〇令和8年度につきましても、住宅進入路，駐車スペース，個人墓地進入路の
除草のお手伝いをさせていただきます。

１．住宅進入路・駐車スペース・個人墓地進入路等の除草

２．ご自宅内の片付け・不用品運搬のお手伝い

３．改葬のお手伝い

１．住宅進入路・駐車スペース・個人墓地進入路等の除草

・双葉町全域 ※更地,解体済み,事業用地は対象外

・住宅進入路，駐車スペース
・玄関廻り，勝手口廻り，個人墓地進入路

・令和7年10月6日(月)から令和8年3月31日(火)まで

その他

＊避難指示が解除された地域については、令和6年度からお電話でのお申し込み
とさせていただいております。引き続きお電話にてお申し込みをお願いいた
します。

＊帰還困難区域についても、令和8年度に実施する除草について、お電話での
お申し込みとさせていただきます。

裏面へ続く→

※ 除草前後のイメージ

対象地域

作業範囲

令和8年度実施分 お申込み受付期間

除草前

除草後

・月～金曜日 9:00 ～ 15:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

作業日時



【帰還困難区域】について

・90Lポリ袋に不用品を詰め、所定のゴミステーションまで運搬いたします。

＊ゴミステーション回収となるため、90Lポリ袋に入らないものは回収対象

となりません。

【特定帰還居住区域】について

・フレコンバッグに不用品を詰める作業のお手伝いをさせていただきます。

・大型家財・家電等整理のお手伝いをさせていただき、不用品については、

敷地内の所定位置まで運搬いたします。

＊不用品については《環境省業務受託業者》にて後日、回収いたします。

２．ご自宅の屋内片付け・不用品運搬のお手伝い

○ご自宅内の片付け、家財・家電等の整理、および不用品を運搬する
お手伝いをさせていただいております。
＊状況により大型家財・家電等の搬出が出来ない場合がございます。
＊事業系廃棄物および避難指示が解除された地域の片付けについては、

受け付けておりません。

・作業当日お立合いが可能な方で個人による片付け、運搬が難しい方。

・室内の片付けや持ち出しのお手伝い
・不用品の袋詰め、ゴミステーションへの運搬

・月～金曜日 9:00 ～ 15:00 （土・日・祝日・年末年始を除く）
＊お住いの地区によりスクリーニング場が休止日の場合もございますので、

お申込み時にご相談ください。

３．改葬のお手伝い

〇お墓からお骨を持ち出す際に、事前にスクリーニングのお手伝いを
させていただいております。

・双葉町全域

・月～金曜日 9:00 ～ 15:00 （土・日・祝日・年末年始を除く）

・墓地所在地をご確認させていただきます。
＊改葬する際は別途町役場からの改葬許可が必要となりますのでご留意下さい。

対象世帯

作業内容

作業日時

収集・運搬

対象地域

その他

作業日時

■お 申 込 み ：東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社 復興推進室 双葉町グループ

■ご 連 絡 先 ：０８０－６８４７-２９８６
■受 付 時 間 ：9時～16時（12時～13時、土・日・祝日、年末年始を除く）


